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プロフィール

うえにし　みつこ
1965年生まれ。法政大学キャリア
デザイン学部教授。専門は労働問
題。単著論文に「職業安定法改正
による求人トラブル対策と今後の
課題」（「季刊・労働者の権利」322
号、2018年1月）、共著に石田眞・
朝倉むつ子・上西充子「大学生の
ためのアルバイト・就活トラブル
Q&A」（旬報社、2017年）など。

なかの　こういち
1970年東京都生まれ。東京大学
文学部哲学科およびオックス
フォード大学哲学・政治コース卒
業、米国プリンストン大学で博士号
（政治学）を取得。上智大学国際
教養学部教授。専門は比較政治
学、日本政治、政治思想。「つなが
り、変える 私たちの立憲政治」（大
月書店、2016年）、「私物化される
国家－支配と服従の日本政治」
（角川新書、2018年）など著書多
数。

もちづき　いそこ
1975年東京都生まれ。東京新聞
社会部記者。千葉、埼玉など各県
警、東京地検特捜部、東京地高裁
の裁判担当を経て出産後、経済部
に復帰。社会部で武器輸出、軍学
共同を主に取材。著書に「武器輸
出と日本企業」（角川新書、2016
年）、「新聞記者」 (2017年、角川新
書)がある。

まえかわ　きへい
1955年奈良県生まれ。東京大学
法学部卒。1979年文部省（現文部
科学省）に入省し、初等中等教育
局長、文部科学審議官、文部科学
事務次官などを歴任し、2017年1
月退任。加計学園問題で2017年5
月に記者会見し「行政がゆがめら
れた」と告発。7月には参考人とし
ても告発した。
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年 月 日 出来事

2011 7 大阪府豊中市内の8770㎡の国有地について、別の学校法人が７億円前後の価格を
近畿財務局に提示。価格交渉が折り合わず、同法人は約１年後に取得を断念

2013 6 近畿財務局が8770㎡の国有地の取得希望者を公募。森友学園が小学校用地として
取得を要望

2014 4 25 安倍昭恵氏が森友学園で講演し、小学校予定地を訪問

2015 9 5 安倍昭恵氏が開校予定の小学校の名誉校長に就任

2016 6 20 近畿財務局と森友学園との間で売買契約が成立。ゴミ撤去費８億1900万円などを値
引きし、１億3400万円で売却

2016 9 豊中市議の情報公開請求に対し、近畿財務局が売却額の非公表を決定

2017 2 9 同規模の近隣国有地の１割の売却額だったと報道

2017 2 17 安倍晋三首相が国有地払い下げについて「私や妻が関係していたということになれ
ば、首相も国会議員も辞める」と衆院予算委員会で発言

2017 2 24 佐川宣寿理財局長（当時）が国有地の売買契約に関する交渉記録について「売買契
約の締結をもって、廃棄した」と国会答弁

2017 3 15 佐川宣寿理財局長（当時）が「こちらから（価格を）提示したこともないし、先方からい
くらで買いたいと希望があったこともない」と国会答弁

2017 3 23 菅義偉官房長官が森友学園の問い合わせに対する昭恵氏付職員・谷査恵子氏によ
るＦＡＸの回答を公表し、「FAXは谷氏個人が作成し、個人で所有していた」と谷氏が
勝手にやったこととした。

2017 4 3 佐川宣寿理財局長（当時）が「（電子データは）短期間で自動的に消去され、復元で
きないシステムになっている」と国会答弁

2017 4 28 麻生太郎財務大臣が森友学園との交渉記録について「保存期間の満了をもって適
切ｊに廃棄した。紙と同様、電子データについても削除したと承知している」と国会答
弁

2017 7 31 国の補助金をだまし取ったとして、森友学園の籠池泰典前理事長と妻を詐欺容疑で
逮捕

2017 8 昭恵氏付職員だった谷査恵子氏が在イタリア日本大使館の一等書記官に就任

2017 8 30 財務省職員が森友学園側に「ゼロに近い金額までできるだけ努力する作業をやって
いる」と説明していた音声テープが発覚

2017 12 4 佐川前理財局長を国税庁長官に充てた人事について、安倍首相は「適材適所で
行った」と国会答弁

2018 2 15 太田充理財局長が「（森友学園との）交渉記録については（保存期間が）１年未満と
いうことで、最終的に決裁文書に集約をするということをもって、そういう取り扱い（破
棄）をしている」と国会答弁

2018 3 2 国有地取引における決裁文書に改ざん疑惑があると朝日新聞が報道

2018 3 9 森友学園との交渉担当部署に所属する近畿財務局職員の自殺が発覚

2018 3 9 佐川国税庁長官が辞任

2018 3 12 財務省が森友学園に対する国有地売却をめぐる公文書の改ざんを認める。

2018 3 27 佐川宣寿前国税庁長官に対する証人喚問。改ざん当時の財務省理財局長は、大阪
地検による捜査を理由に詳しい証言を拒み続けたが安倍首相周辺の関与について
はきっぱりと否定

森友学園問題の経緯
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年 月 日 出来事

2007 5 31 農林水産省「獣医師の需給に関する検討会報告書」公表（獣医師の需給に関する検
討会：第１回2006年11月16日～第３回2007年4月25日）

2007-
2014

11 今治市が愛媛県と共同で、構造改革特区に獣医学部設置を15回に渡り提案

2014 6 25 文部科学省：獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議（第1回
2012.3.13～第18回2014．2.24）が報告書まとめる。

2015 4 2 今治市職員が霞が関に陳情。首相官邸での面談（15:00～16:30）も含まれる。（※首
相動静では、同時間に河村建夫議員、下村文科大臣、山中伸一事務次官と面談）

2015 6 29 第14回国家戦略特別区域諮問会議で、「獣医師養成系大学・学部の新設に関する
検討」が盛り込まれる

2015 6 30 「日本再興戦略」改定2015が閣議決定。「獣医師養成系大学・学部の新設に関する
検討」が記載され、いわゆる石破4条件が盛り込まれる。
　　　①既存の獣医師養成でない構想
　　　②ライフサイエンスなどの分野で具体的な需要
　　　③既存の大学・学部で対応が困難
　　　④獣医師の需要動向

2016 1 獣医学部構想を持つ今治市が国家戦略特区に

2016 2 9 今治市議が内閣府地方創生推進室（藤原豊次長等）と面会。「総務省の決算分析の
資料において今治市の財政状況を指摘され、新設大学への財政支援による今後の
財政悪化や、人口減少により学生が本当に集まるか危惧されていた。」

2016 3 京都府、京都産業大学が新設を提案
2016 4 21 今治市・国家戦略特区特別委員協議会に提出された資料「大学獣医学部の設置に

向けてのスケジュール」の中で、開学時期が「最速でH30.4」と記載される。
2016 7 安倍首相、加計理事長らと会食、ゴルフ
2016 8 安倍首相、加計理事長らと会食、ゴルフ
2016 8 3 内閣改造で国家戦略と区の担当が、山本幸三地方創生担当相に就任。
2016 8 3 内閣府から今治市担当者にメール。「各者でスケジュールの共有を図り、当事務局

からも、そのスケジュールに合わせて、進捗を確認できる体制をつくるべく、北九州
市の別添データを参考に、広島・今治市のスケジュール表を作成願います。」「お忙し
いところ恐縮ですが、本日中、遅くとも明日午前中までにご連絡いただけるようにご
対応いただけると幸いです」といったメールの内容。添付の表には「獣医学部の新設
※H30.4月開学の場合」とスケジュールに書き込まれている。

2016 8 23 加計孝太郎理事長と山本有二農水大臣が面会
2016 8 下旬木曽功内閣官房参与（当時）が、前川喜平文部科学事務次官（当時）に「早く進めて

ほしい」と述べる。
2016 9 和泉洋人・首相補佐官と前川喜平・文部科学事務次官（当時）が首相官邸で複数回

面会。「総理は自分の口から言えないから、私が変わって言う」などと言われたと前
川氏が証言

2016 9 5 和泉洋人首相補佐官が、前川喜平文部科学事務次官（当時）に「総理の代わりに言
う」と述べる。

2016 9 6 加計孝太郎理事長と松野博一文科大臣が面会
2016 9 7 加計孝太郎理事長と山本幸三地方創生大臣が面会
2016 9 7 日本獣医師会の酒井副会長、北村顧問と山本幸三地方創生大臣が面会
2016 9 26 文部科学省にて内閣府と「打ち合せ」（18:30～18:55）。藤原豊補佐官が浅野淳行専

門教育課長に「官邸の最高レベルが言っている」と述べる。
2016 9 27 文部科学省専門教育課の係長が、省内の複数の宛先にメールを送信。「打合せ概

要」を記録した文書ファイルを添付
2016 10 7 萩生田副長官が「平成30年4月は早い。無理だと思う。要するに、加計学園が誰も文

句が言えないような良い提案をできるかどうかだな。」「私の方で整理しよう」と文科
省の担当者との懇談で発言。

2016 10 中旬内閣府側が「総理のご意向」などと発言したと文科省が記録。前川喜平文部科学事
務次官（当時）が和泉補佐官と官邸で面会

2016 10 頃 前川氏が、特区を担当する内閣府からの指示で文科省が「2018年4月開学」を前提と
した開学スケジュールを作成させられたと、東京新聞インタビューで証言

2016 10 安倍首相、加計理事長らと会食
2016 10 17 和泉洋人首相補佐官が、前川喜平文部科学事務次官（当時）に「早く結論を出せ」と

述べる。

加計学園問題の経緯
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2016 10 19 北村直人元議員が文科省専門教育課牧野氏と懇談。「（18日、石破元大臣と会って
話）党プロセスは今後どうなるのか。党プロセスを省くのはおかしい。総務会には上
がってくるマターではないのか」などと発言。後日、本文書に書かれている内容を北
村元議員は認める。

2016 10 21 萩生田副長官が「総理は「平成30年4月開学」とおしりを切っていた。工期は24か月
でやる。今年11月には方針を決めたいことのことだった。」などと発言

2016 10 25 今治市特区特別委員会。資料として、「開学までのスケジュール」が提出され、平成
30年4月開学と明示される。

2016 10 28 内閣府が特区の原案作成
2016 10 31 内閣府事務方が農水省消費・安全課に原案提示
2016 11 1 文科省から意見を受け、内閣府事務方が修正案提示
2016 11 1 内閣府職員（文科省から出向）から文科省の行革室へ職員へメール。「広域的に」等

文言の修正について、「指示は藤原豊審議官曰く、官邸の萩生田副長官からあった」
と記載。

2016 11 2 文科省が、両省の方針を内閣府に伝える。
2016 11 8 内閣府で、今治市職員と内閣府職員が面談。翌日の特区諮問会議の資料を手渡

し、説明
2016 11 9 国家戦略特区諮問会議にて、「獣医師養成系大学・学部の新設」が決定。「広域的に

獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とする」との規
制緩和がなされることに

2016 12 22 内閣府・文科・農水3大臣が、空白地域に「１校に限り」で認めると合意。

2016 12 24 安倍首相、昭恵夫人、加計理事長らと会食
2017 1 4 内閣府・文科省告示。「1校に限り」獣医学部新設の認可が告示される。（募集期間は

1月11日まで）
2017 1 20 国家戦略特区諮問会議にて、加計学園を事業者に認定
2017 3 3 今治市の定例議会で、私有地の無償譲渡と県と合わせて最大96億円の建設費補助

を決定（補正予算）
2017 3 28 安倍晋三首相が参院決算委員会で「私に相談があったことや圧力が働いたというこ

とは一切ない」と発言
2017 5 17 「ご意向」等文書の存在が発覚。菅官房長官は、記者会見で「怪文書みたいな文書」

と一蹴
2017 5 19 松野文科大臣が「該当する文書の存在は確認できなかった」とする調査結果を発表

（担当の専門教育課長ら7人への聞取りや同課の共有フォルダーの確認にとどまり、
共有フォルダーの削除履歴や個人が省内で使うパソコンなどは調べていなかった。
作業時間は実質半日と言われる）

2017 5 25 前川喜平・前文科事務次官が「（担当課から）報告を受けた際に受け取った文書に間
違いない」と会見で述べる。菅官房長官が会見で「文科省の調査結果で確認できず」
と述べる。

6 3 NHKが　昨年9月26日に内閣府が文科省に対し「官邸の最高レベルが言っている」な
どと早期開学を迫った会議の議事概要とされる文書は文科省内の複数の課の少なく
とも10人以上の職員に送信され、今も個人のパソコンの中などの保管されていると
報道

2017 6 5 松野文科大臣が国会で「省内外の政策の意思決定過程について、これを発表しない
のは従来からのことだ」と述べる。

2017 6 6 朝日新聞が「文書は省内で共有していた」とする文科省の現役職員の証言を報道
2017 6 19 NHKが萩生田光一官房副長官の関与に加え、総理は「平成30年4月開学」とおしりを

切っていたと首相自らの指示まで示した新文書をスクープ
2017 7 10 衆参両院で閉会中審査。前川喜平・前文科事務次官を参考人招致
2017 8 25 大学設置・学校法人審議会が加計学園の認可判断を保留
2017 11 9 設置審が認可答申
2017 11 14 林芳正文科大臣が加計学園の獣医学部新設を認可
2018 3 15 野党６党が加計問題でも今治市の文書が改ざんされていた疑いを指摘
2018 4 加計学園の獣医学部開学
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年 月 日 出来事

1987 9 26 改正労働基準法公布。週48時間を40時間に（当面46時間制・中小には猶予）。年休
最低付与6日を10日に。1ヵ月・3ヵ月単位の変形労働時間制、裁量労働のみなし時
間制（専門職に適用）、事業場外のみなし時間制、フレックスタイム制創設。第3次中
曽根政権

1993 7 1 改正労働基準法公布。1年単位の変形労働時間制創設、４週単位は1ヵ月単位に。
時間外・休日労働に関する割増賃金率の改正、裁量労働制の適用対象業務の拡
大、年次有給休暇の付与要件の緩和、林業への労働時間規定の適用、罰金額の引
き上げ。宮澤政権

1998 9 30 改正労働基準法公布（企画業務型裁量労働制創設。変形労働制要件緩和。労働大
臣に労働時間延長の限度基準設定権限付与（「限度基準告示」154号）。有期労働契
約上限を1年から専門業務など3年に。労働条件明示事項の追加（賃金だけでなく就
業時間や場所も。女性保護規定撤廃に伴う激変緩和措置）。第2次橋本政権

2000 4 1 企画業務型裁量労働制、施行。小渕政権

2003 7 4 改正労働基準法公布。専門業務型裁量労働制の導入にあたり労使協定で健康・福
祉確保措置および苦情処理措置を定めることが新たな要件に。企画業務型裁量労
働制について、対象事業場の範囲を拡大。有期契約上限３～５年に。更新・雇止め
基準。解雇権濫用法理。第1次小泉政権

2005 6 21 経団連「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」。賃金要件は当該年における
年収の額が 400 万円（又は全労働者の平均給与所得）以上であること、とされる

2007 1 16 安倍首相がホワイトカラーエグゼンプション制度を含む法案の国会提出を断念。「今
の段階では難しい。（国民の）理解を得られていない」と述べる。

2008 1 16 月60時間超の時間外労働割増賃金率を25％から50％に（中小企業は当面、適用猶
予）。割増賃金支払い代替の有休、割増賃金引上げ努力義務。有休の時間単位取
得。麻生政権

2012 12 26 第二次安倍内閣が発足

2013 2 28 第183国会の施政方針演説で安倍首相が「「世界で一番企業が活躍しやすい国」を
目指します」と述べる。

4 「平成25年度労働時間等総合実態調査」実施（４～6月）

6 14 政府が日本再興戦略を閣議決定。労働法制の見直しとして「企画業務型裁量労働
制を始め、労働時間法制について、早急に実態調査・分析を実施し、本年秋から労
働政策審議会で検討を開始する」「１年を目途に結論を得る」

8 20 今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会、報告書

8 30 第192回労政審労働力需給制度部会、労働者派遣制度のあり方について審議開始

9 18 「第１回　産業競争力会議　雇用・人材分科会」で長谷川主査から今後の検討の方
向性として「労働時間法制については、個人の能力・競争力向上や柔軟で多様な働
き方をより可能とするよう、新たな裁量労働制や職務等限定社員のあり方等につい
て検討をする」と提起される。

2013 9 20 「第1回産業競争力会議課題別会合」国家戦略特区で、事前契約方式による①労契
法18条無期転換ルールの適用除外、②労契法16条解雇権濫用法理の適用除外、
③労基法第4章の適用除外＝ホワイトカラーエグゼンプションが提案され、田村厚労
相が抗弁。「労政審で審議せずに雇用の法律を改正することを考えるようにという話
もあるが、ILO 条約上の制約等もあり難しい。その点は、また一度しっかりとご説明を
させていただきたい。いずれにしても、雇用に関する基本的なルールである労働基準
法や労働契約法について、一部地域や企業を対象とし、試行的に適用除外とする特
区が出来るかどうかについては、基本的生存権である労働者を保護する法律が、果
たして特区の中で打ち破ることができるかどうかを検討することが前提であると考え
る」

「働き方改革」（裁量労働制ねつ造データ問題＋α）に関する経緯

5

https://www.blogger.com/null


9 27 第103回労働条件分科会。「今後の労働時間法制のあり方について」の議論が始ま
る。
新谷労側委員、国家戦略特区による労働法制規制緩和についての厚労省の考え方
について質問、意見。「法律の基本構造を崩すようなこんな提案がよく出てきたな、
本当に信じがたいというのが正直な思い。（略）地域間の競争力のダウングレードの
競争が始まって、地域ごとに労働条件がどんどん下げられていくという悪夢のような
話にもなりかねない。厚労省として、あるべき論や、筋論といった、まともな論議がで
きるように御尽力いただきたい」。「閣議決定をする前提となる会議体に、労使代表も
入れずに、政府が任命したたった５人の有識者という人たちに２人の専門委員を入
れて、方針を決めてしまうというのは、民主国家として論議のプロセスとしていかがな
ものか」。
八野労側委員「一部の有識者、財界関係者のみで構成された会議の中で雇用・労働
政策が打ち出され、それがそのまま労働政策審議会で取り上げるべき論点に上がっ
てきている状況は極めて遺憾。雇用労働問題は、ILO条約に基づく三者構成の原則
にのっとった労働政策審議会の場で取り扱われるべきもの」。

村山労働条件政策課長。厚労省として労働者保護の視点、公正競争ルールの視点
から、特区による規制緩和に問題ありと考えている旨説明。さらに、「『日本再興戦
略』等の閣議決定においても、労政審で検討すると明記された。フィラデルフィア宣言
における労使代表原則を初めとする労働分野におけるグローバルスタンダードであ
るILOの原則的な考え方というものにのっとった対応を、政府として、とりわけ労働
ルールに携わる行政にいるものとしてしっかり認識していきたい」

鈴木使側委員は産業競争力会議の動きを肯定的にみつつ、主張。「画一的な法律
で規制を行うというのではなしに、個別企業労使が協議をして決められる仕組みを充
実・強化していくことが不可欠」

村山労働条件政策課長、調査に言及。「早急に実態把握調査・分析を実施し」とされ
ております。その「早急に実態把握調査・分析」をどのように実施しているかについて
の資料が、４ページ「平成25年度労働時間等総合実態調査について」です

10 30 第１０４回労働政策審議会労働条件分科会で「平成25年度労働時間等総合実態調
査」の調査結果を提示
村山労働条件政策課長「検討のベースとして調査的監督と一般に言われるもの、す
なわち労働基準監督官が全国の無作為抽出した事業場に足を運び、労働時間の実
態調査をやっているので、第２回目の調査審議の際、事務局からとりあえずの集計
結果を御報告申し上げたいということを申し上げたところでございます。その結果が
取りまとまりましたので、本日は、まずその結果について御説明をしたいと思います」

11 ＪＩＬＰＴ「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果」の調査はじまる
12 17 第１０６回労働政策審議会労働条件分科会で調査の項目が報告される。

村山労働条件政策課長「まず我が国の現在の労働時間等の実態がどうなっている
かということで、調査的監督の結果に即してさまざま、現状認識に関する認識の共有
化のための御議論を進めていただいたところでございますが、特に今回の議題の１
つになっております企画業務型裁量労働制等の弾力的な労働時間制度に関しまし
ては、その潜在的なニーズでありますとか、実際の要件・手続について検討する上で
の基礎資料が必要でございます。このようなニーズ把握ですとか、あるいは詳細な制
度的な要望のようなものの把握というのは、なかなか労働基準監督署による調査に
はなじまないので、現在、労使双方へのアンケート調査を行っているところでござい
ます」

2014 1 15
第１０７回労働政策審議会労働条件分科会で調査の主な結果・速報が報告される。
労働時間に関しては報告されず。

1 29 労政審労働力需給制度部会、「労働者派遣制度の改正について」建議
4 22 第４回　経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議でいわゆる「長谷川ペー

パー」が提示される
5 30 ＪＩＬＰＴ「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果」が公表される
6 24 「日本再興戦略」改訂2014（閣議決定）
6 30 ・JILPTの事業場調査と労働者調査のプレスリリース（冊子から１か月遅れ）

（プレスリリース資料には実労働時間のグラフあり）――
9 30 第１１６回労働政策審議会労働条件分科会でＪＩＬＰＴの報告書がまとまったことが報

告される。
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村山労働条件政策課長「JILPTに委託して調査した結果がとりまとまり、先ほど新谷
委員から御指摘のあった数字について、鈴木委員からお話のあった点に注目した上
で、この分科会で御報告したところです。その後、この調査結果については、さらに詳
細なクロス集計等も載った冊子が出ておりますので、改めて精査した上で、今後も裁
量労働制について御議論いただく回があると思いますので、その際に改めて経過と
ともに御報告したいと考えております」

2015 2 13 労働政策審議会が「今後の労働時間法制等の在り方について」を建議
3 2 高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の拡大を含む労働基準法改正法案の要綱

を労政審が答申
3 厚生労働省が民主党の部会で不適切な比較データを初めて提示
4 3 政府が労働基準法改正法案を閣議決定
7 31 塩崎厚労大臣が「むしろ一般労働者の方が平均でいくと長い」と答弁
9 11 労働者派遣法「改正」法、可決成立。施行日9月30日。17時から労政審労働力需給

制度部会
10 7 連合大会。事務局長は神津氏から逢見氏へ。会長は古賀氏から神津氏へ。総合労

働局総合局長は新谷氏から村上氏へ。
10 29 「第1回　一億総活躍国民会議」

2016 2 23 自民党「多様な働き方を支援する勉強会」「労働政策審議会に関する提言」（労政審
委員の構成について問題提起）

6 2 ニッポン一億総活躍プランで、「労働基準法については、労使で合意すれば上限なく
時間外労働が認められる、いわゆる36（サブロク）協定における時間外労働規制の
在り方について、再検討を開始する」ことが確認される

2016 7 26 「第１回　働き方に関する政策決定プロセス有識者会議」
大田氏「労働政策決定プロセスの問題点。１、政策決定までに時間がかかり過ぎる。
規制改革会議で１年かけて答申をまとめても、厚労省研究会で一から議論され、そ
の後に労政審。法案まで２～３年かかる。２、働き方が多様化する中、労使代表は誰
をどう代表するのか。連合も非正規・非組合員を代表する立場に立ち得るのか。雇
用をめぐる多くのニーズが政策形成の場に反映されていない。雇用問題は労使の問
題というよりも国民的問題。３、労使の利害調整の枠を越えて、経済全体の中で労働
政策を考える場がない。」

大田氏 「厚労省設置法では、労働政策に関して労政審に諮問できるとを定めている
だけであり、労働政策全て労政審を通さねばならないと規定しているわけではない。
労政審を通さないと法律改正とか新立法ができないというのはどこに規定されている
のか」「三者構成ということと、労使が同数の審議会でなければならないというのは違
う。フィラデルフィア宣言でも、政府と対等と。労使同数とは違う」。

小峰座長「素人なので、ILOというのはどのぐらい偉いのかというのはよく知らない
が、こういう方針でいこうというときに、ILOが言っているからやろうというよりは、本
来、それが望ましいからやろうという議論にしたほうがいいのではないか」。

古賀氏「三者構成の原則というのは崩すべきではない。幾つかの労働政策は、現
実、政府の会議体で労働側の代表が全くいないところで決定をされ、その具体的制
度設計を労政審がやっているようなところもある。それは三者構成にどのように照ら
し合わすべきなのかというところもぜひ議論していただきたい。」

9 23 「第２回　働き方に関する政策決定プロセス有識者会議」
古賀氏「働き方や雇用・労働に関する政策は、いわゆる産業政策や社会保障、税制
など、幅広い分野にかかわるということ。したがって、労政審本審の「企画部会」的な
もので本当に議論が完結できるのかとも思う。内閣の中、例えば官邸の中にそういう
機関をつくってそこで大きな方向性の議論をする。もちろん労政審とタイアップしなが
ら議論する。そういうことも、非常に難しいことだと思うが、選択肢としてはあるのでは
ないか。雇用・労働政策が、それだけで完結できないような状況になっているというこ
とは、我々は頭に入れておかなければならない。
中長期的な方針は内閣で議論、決定するということだが、中長期的な方針は、具体
的な雇用・労働のルールに直結していく場合が多い。だからこそ、中長期的な方針を
議論するときに、労使の声がきちんと反映するようなメンバーを私は選ぶべきだと思
う。また、ルール決定というのは何も労使の利害関係ということだけではなく、ルール
が職場に根づくかどうかが非常に重要な視点であると思いますので、そのことをあえ
て申し上げたい。」

9 27 「第１回 働き方改革実現会議」
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12 14 「第５回　働き方に関する政策決定プロセス有識者会議」報告書
官邸の判断で、労政審をとおさずに労働立法を上程することも可能であること、労使
代表の立場でない有識者が個人の見解で中長期的な労働政策を議論し方向性を打
ち出す「労働政策基本部会」を設置することなどを提言（2017年4月から報告書にそっ
た規則改定を施行）

2017 2 14 第7回働き方改革実現会議で「 時間外労働の上限規制について（事務局案）」が示さ
れる

2 17 塩崎厚労大臣が「裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べます
と一般労働者よりも短いというデータもございまして」と答弁

3 13 「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」
7 14 連合が安倍総理に対して、労働基準法等改正法案に関する要請を実施
7 27 連合が臨時の中央執行委員会を開催し、「労働基準法等改正法案の修正等に関す

る取り組みについて」を確認。高度プロフェッショナル制度の導入等に関する政労使
合意を見送る。

7 31 「第1回労働政策基本部会」
9 4 第139回労働条件分科会

川田公益委員が裁量労働制の対象拡大と高プロ制度の導入について「検討に値す
る意義がある」と発言。労働側委員は全員が反対の意思表示。荒木分科会長は「労
働側委員から示された懸念点を踏まえた上で、次回、法律案要綱を示すように」と押
し切った。

時間外労働の上限規制と「高度プロフェッショナル制度」「裁量労働制の拡大」を抱き
合わせにした労働基準法改正法案の要綱を労政審が答申

9 15 時間外労働の上限規制と「高度プロフェッショナル制度」「裁量労働制の拡大」を抱き
合わせにした労働基準法改正法案の要綱を労政審が答申

9 28 衆院の解散により「労働基準法等の一部を改正する法律案」が廃案
10 3 「第1回柔軟な働き方に関する検討会」

雇用型・自営型テレワーク、副業・兼業を促進させるためのガイドラインづくり開始。
労使代表はヒアリングの扱い。

12 19 「第６回柔軟な働き方に関する検討会」報告案。委員もちまわりで文言修正し25日に
報告答申。ガイドラインは2月発出。

2018 1 29 安倍首相が「裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば一
般労働者よりも短いというデータもあるということは御紹介させていただきたい」と答
弁

1 31 森本真治参議院議員の質問で出典が「平成25年度労働時間等総合実態調査」だと
わかる

2 1 上西充子法政大学教授がツイッターで問題点を指摘
2 2 厚労省の担当局長が問題を把握
2 3 上西教授が問題点を指摘する記事の第一弾をヤフー個人ニュースに投稿
2 7 加藤厚労大臣に報告が上がる
2 14 首相が答弁を撤回し、おわび
2 20 安倍首相が「労働調査を行うことは考えていない」と答弁し、再調査はしない考えを

示す
2 26 連合・政策要求実現２．２６院内集会。

神津会長「連合は、裁量労働制の運用実態の問題点や、曖昧かつ危険な裁量労働
をさらに広げてしまうおそれを指摘し、高度プロフェショナル制度の導入と裁量労働
制の対象業務拡大は行うべきではないと強く主張してきました。まずは過労死や過
労自殺をゼロにするべきです。その上で、やはり、高度プロフェショナル制度の導入
と裁量労働制の対象業務拡大は絶対に削除すべきです。」

2 28 首相が裁量労働制の削除を指示
4 5 自民党が総務会で法案了承
4 6 閣議決定

（資料）つしまようへい氏作成の時系列整理（裁量労働制データ問題関連）に、全労連・伊藤圭
一氏が加筆して作成。
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4・10緊急院内集会

森友改ざん、加計、「働き方改革」
データ問題の真相究明！

森友改ざん、背景に何が

2018年４月10日 望月衣塑子

会計検査院「土地値引きの根拠不十分」

特例のオンパレード

①2012～2016年度
売り払い前提の貸し付け契約

「１１８分の１」

②延納特約、分割払い

「１２１４分の１」

③2013～2016年度

価格を非公表

「９７２分の１」
9



改ざん疑惑
国会議員らに改ざ

ん後の文書を提示

2015～16年度
「特定的な内容」

「学園の提案に応じて

鑑定評価、価格提示」

「本件の特殊性」

削除

項目ごと消失

貸付までの経緯

７ページから

５ページに

１０年以内の売買前

提のローン契約

「特例的な内容」

「理財局長の承認

得て処理」→削除
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14文書改ざん

昭恵夫人の

名前も
平沼・鴻池議員

→削除

民主主義の

根幹揺らぐ

〝私人〟昭恵氏の詳細な説明2018/4/9

2014年4月28日
籠池氏 昭恵夫人との
写真見せる
籠池氏「夫人から『い
い土地ですから、前に
進めてください』との
お言葉頂いた」
2014年6月2日
近畿財務局
売り払い前提の貸付を
「協力させて頂く」
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日本会議、首相の記述も削除2018/4/9

本省決裁の付決議書

籠池氏は日本会議大
阪に関与

特別顧問に麻生財務
大臣、会長に平沼議
員、副会長に安倍晋
三総理らが就任

「国会答弁との整合
性を保つため」？！

ま

佐川氏に全責任？！
私や妻が関係していたということ
になれば、間違いなく総理大臣も
国会議員も辞めるということは
はっきり申し上げておきたい
（2017年２月17日）

交渉記録残っていない（2017年2月24
日）

政治家の働き掛けなし（2017年3月1日）

価格交渉していない（2017年3月15日）
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森友端緒の木村豊市議の提訴

２０１６年９月

売却価格など開示請求

売却額や地中ごみの存

在などを黒塗り

２０１７年２月

開示求めて国を提訴

２０１７年８月

国、価格を初公表

首相、夫人、
官邸の関与は
「ございませ
ん！！」

「一部の理
財局職員の
判断」 13
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働き方改革をめぐる行政のゆがみ 

 

法政大学キャリアデザイン学部教授 上西充子 

 

1. 裁量労働制データ問題 

 

（１） 比較データ問題とは 

安倍首相１月 29日 衆議院予算委員会（長妻昭議員質疑） 

「厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均な、平均的な方で比べ

れば、一般労働者よりも短いというデータもあるということは、御紹介させていただきたいと思いま

す」 

加藤大臣１月 31日 参議院予算委員会（森本真治議員質疑） 

「私どもの平成 25 年度労働時間等総合実態調査、これ、厚生労働省が調べたものでありますけれど

も、平均的な一般労働者の時間が９時間・・・、これは１日の実労働時間ですが、９時間 37分に対し

て、企画業務型裁量労働制は９時間 16分と、こういう数字もあるということを、先ほど申し上げたと

ころでございます」 

 

（２） 実際は・・・ 

「平均的な者」 平均値とは異なり、特別に定義された「平均的な者」 

一般労働者 ８時間 ＋「最長」の１日の法定時間外労働の平均 

企画業務型裁量労働制 「労働時間の状況」（実労働時間ではない） 

 

 

 調査結果そのものではない 

 比較できないものを比較 

 間違った計算式（一般労働者の８時間未満の者の時間を過大に推計） 

 データに異常値が多数 

（企画業務型裁量労働制の１日の労働時間が１時間以下 25件など） 
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（３） 比較データ問題の推移 

 ２月３日：上西が１本目のヤフー記事を公開 

 ２月５日：野党の追及開始 

 ２月 14日：安倍首相答弁撤回（「精査が必要なデータ」） 

 ２月 14日：野党合同ヒアリング開始 

 ２月 19日：裁量労働制にかかる調査項目の開示（一般労働者は「最長」）／ 

個票データを野党に提供／ 

比較の不適切さを加藤大臣が認める（個票データはなお「精査」） 

 ２月 20 日：調査票（回収票）が地下倉庫からみつかる 

 ２月 21日：衆議院予算委員会中央公聴会 上西が公述人意見陳述 

 ２月 28日：衆議院にて予算案通過。深夜に裁量労働制の法案からの削除を決定 

 ３月１日：安倍首相、国会で裁量労働制の法案からの削除を表明 

 ４月６日：働き方改革関連法案閣議決定 

 

■データ比較問題からみた政策決定プロセスのゆがみ：裁量労働制の拡大は撤回を 

（公述人意見陳述）(上西充子) - Y!ニュース  

https://news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20180221-00081859/ 

 

（４） 比較データ問題の真相究明は？ 

加藤大臣２月 16日 衆議院予算委員会（長妻昭議員の質疑） 

 

「当時、民主党のですね、部門会議でご説明をさせていただく中で、いろいろ宿題もいただき、

またそれに必要なものは何かということを戻ってきて、課長以下、課内で『だいたい、こんなこ

とだね』という方針を作り、そしてそれにのっとった資料を、それぞれの課員が、作った。その

うちの１つが、これであります。その上で課長に了解を得て、局長に了解を得て、そして部門会

議に提出をさせていただいた、こういうふうに承知をしてます」 

 

「ですから、今、申し上げたような形で、ものが作成されたというふうに、私が当時の担当者に

確認をさせていただいているということでございますので、私もそれを聞いて、特段、不自然な

ところもないなと思いますので、今、ご指摘のようなその「第三者の目」というご指摘の部分が

よくわかりませんけれども、そうした調査は、必ずしも必要ではないと認識をしております」 

 

「資料の作り方はそれぞれ、データを出してきて資料を作るわけでありますけれども、それを、

言葉が「平均的な者」と。それから同じ調査であるということでですね、もう少しきちんと確認

をしておくべきだっていう委員のご指摘は、私はその通りだと思います。当然、統計を作るとき

には原典に当たり、ですね、どういう定義なのか、それがどういうものなのか、場合によっては

加工されているか、加工されていないか、とか。それをしっかり調べて作るべきであった。それ

を、委員、おっしゃる通りだと思います。ただ、今、申し上げた全体の作成の経緯というのは、

私が聞いた限り、そういう課の中で方針を立てて、そしてそれにのっとって、それぞれの課員が

自分の持っているデータを使って表を作ってきて、そしてそれについて課長の了承を取って局長

の了承を取って出したということでございますので、それは、私はそういうことだったんだろう

と、こういうふうに受けとめておるわけであります。 
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● 朝日新聞デジタル 2018年２月 20日 

「不適切資料、故意は否定 政府、３年使用 労働時間比較」 

 

「厚労省の説明によると、問題の比較データは３年前に、調査にあたった職員とは別の労働条件

政策課の担当者が作成。その後は原典を確認せずに、国会答弁の根拠として繰り返し使われてき

たという。労働基準局担当の土屋喜久審議官は記者会見で、「（データの問題点を）十分に認識せ

ずに比較した」と述べ、あくまでミスだったと強調。不適切なデータ比較に関する政権からの指

示は否定した。」 

 

■裁量労働制の比較データ問題。調査した職員とは別の担当者が問題を認識せずに比べたとの説明は、 

ありえない(上西充子) - Y!ニュース 

 https://news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20180329-00083295/ 

 

2. 野村不動産の裁量労働制違法適用に関する「特別指導」問題 

 

（１）「特別指導」をめぐる経緯 

 

2016年 9月 ・野村不動産の男性社員が自殺（朝日新聞報道） 

2017年春 ・遺族が労災申請（朝日新聞報道） 

11月17日、11月

22日、12月22日 

・厚生労働省が野村不動産への特別指導について、加藤大臣に報告 

（2018 年３月 28日の衆院厚労委員会理事会に黒塗り開示） 

12月 25日 ・東京労働局が野村不動産に「特別指導」 

12月 26日 ・野村不動産がホームページにて本社と４事業場に是正勧告・指導を受けた旨、公表 

・東京労働局長、定例記者会見で「特別指導」を記者に公表 

・野村不動産の男性について、新宿労働基準監督署が労災認定（朝日新聞報道） 

2018年 

１月 29日 

・衆議院予算委員会で安倍首相が野村不動産への特別指導に言及し、「今後とも指導

を徹底する」と答弁 

３月４日 ・朝日新聞が野村不動産における過労自殺を報じる 

３月５日 ・石橋通宏議員の質疑に対し加藤大臣、過労死について「逐一把握していない」 

３月 16日 ・特別指導について決裁書を作成していなかったことと、加藤大臣に事前に３回の報

告があったことが、答弁書により判明 

３月 30日 ・東京労働局勝田局長「なんなら是正勧告してあげても」発言→撤回 

４月５日 ・遺族から公表に同意する FAXが東京労働局に届く 

４月６日 ・勝田局長参考人招致（衆議院厚生労働委員会） 

・働き方改革関連法案閣議決定 

 

（２）「特別指導」をめぐる論点 

 

 裁量労働制の濫用に適切に指導した事例ではなく、過労死の労災申請がされて初めて問題が把握で

きた事例ではないのか？ 

 特別指導の検討段階で、加藤大臣は過労死の労災申請を知っていたのではないか？にもかかわらず

過労死を伏せて、あたかも濫用には適切に対処できている事例のように国会答弁で紹介したのでは

ないか？ 

 なぜ根拠規定なく特別指導が行われ、企業名が公表されたのか？ 

16



国公労連主催「4.10 緊急院内シンポジウム」 

2018 年４月 10 日 参議院議員会館講堂 

 

4 

 

 なぜ 11 月～12 月の加藤大臣への報告がここまで黒塗りなのか？是正勧告まで黒塗りされているの

はなぜか？ 

 11 月 17 日の報告では既に特別指導と公表の方針は決まっていたのに、なぜ東京労働局長は、特別

指導は 12月 25日の１週間ほど前に決めたことと説明しているのか？ 

 

  

 

 

 

 「過労死等ゼロ」緊急対策の企業名公表基準（2017年１月20日「公表通達」）には合致しないのか？

この公表通達の「２OUT」事案に該当するのではないか。にもかかわらず適切にその枠組みで企業名

公表を行うことをあえて回避したのではないか？ 
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◆ 違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働

局長等による指導の実施及び企業名の公表について（基発0120第１号） 

 

 

 過労死の労災認定が昨年 12月 26日に新宿労働基準監督署によって行われたことを朝日新聞は３月

４日に報道している。１か月の時間外労働は 180時間に及んだと報じられている。 

 遺族からの公表に同意する旨の FAXが４月６日に東京労働局に届いており、過労死の労災認定が行

われたことを加藤大臣も土屋審議官も、現在は事実上認めている。 

 昨年 12月 26日の東京労働局の記者会見で、基準部長は「勧告は５本だという理解でいいですか」

という記者の質問に対し、「そうですね。はい」と答えている（議事録 p.10）。 

 これらより、野村不動産は「２OUT」」案件であった可能性が高い。 

 昨年 11月 17日の加藤大臣への報告について、東京労働局長は自分が大臣に報告したのではなく、

「本省がやった話」と 3月 30 日の記者会見で語っているが（議事録 p.4-5）、時系列が矛盾する。

11 月 17 日の報告文書は、東京労働局が作成した文書であり、この時点では東京労働局は「過労死

等ゼロ」緊急対策の枠組みでの企業名公表を実施する予定だったのではないか。 

●黒塗り部分 

 

●こうだったのでは？ 
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 にもかかわらず加藤大臣が「待った」をかけたため、公表通達による正式な企業名公表を行うので

はなく、イレギュラーな形式での「特別指導」の実施に至ったのではないか。 

 そのような経緯が露呈することを回避するため、整合性がとれない国会答弁になっているのではな

いか。 

 だとすると、本来の労働行政を、裁量労働制の拡大のための法改正の円滑な実施のためにゆがめた、

ということではないか。 

 

（３）労災申請によって判明した裁量労働制の違法適用。この経緯が示すこと 

 

 加藤大臣は国会答弁で、裁量労働制の濫用には厳しく対処する旨を答弁していたが、現実には労災

申請があってはじめて問題が判明した。厳正に対処できている好事例ではなく、取り返しがつかな

い悲劇が起きてはじめて問題が判明した事例だった。 

 法改正によってさらに対象の拡大が予定されており、一方で労働基準監督官の増員は計画されてい

なかった。厳しい対処は無理。 

 労使委員会による法的導入要件の決議（労使自治によるチェック）では、違法行為や過労死・過労

自殺を防ぐことはできない（ただし、野村不動産で届出があったかは不明） 

 決議事項を労働基準所長へ届け出ることを義務付けても、監督署は違法を見抜くことはできない。 

 決議から起算して半年以内ごとに労基署へ定期報告を行うことが義務付けられているが、この措置

では、違法状態を見抜いたり、過労死・過労自殺を防いだりすることはできない。 

 

（４）遺族からの FAXをめぐって 

 

加藤大臣４月６日 参議院厚生労働委員会 

「それ（FAX）がどなたからなのか、どういう趣旨なのか含めて、今、私どものほうとして申し上げる

情報を持っていないということ」 

「今回は私どもの方から同意を求めたわけでは一切ありません。ご遺族に対して。にもかかわらず、

同意するというのは、意味がよくわかりませんし」 

加藤大臣４月７日 衆議院厚生労働委員会 

「FAXが一本来ただけ、ということでありますから、どういう風に確認をするのか、実際、最終的には

ご本人にやはりお会いをして確認をしなければ、電話で確認するといっても、じゃあ、電話の相手が

どなたかっていうのは私ども、わかりませんから、等々、かなり慎重にやらなければいけない」 

 

■「野村不動産過労死遺族からのＦＡＸへの加藤大臣と厚生労働省の不誠実な対応」 

https://twitter.com/i/moments/981886770219380736 

 

以上 
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公文書改ざんと森友・加計学園問題の真相究明を

公正・中立で民主的な公務員制度の抜本的見直しを求める(談話)

2018 年 3 月 13 日

日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)

書記長 鎌 田 一

昨日(3 月 12 日)、財務省は森友学園への土地売却をめぐる決裁文書の改ざんを認め、国会

に報告した。公文書は、民主的な公務運営には不可欠な存在であり、「国民共有の知的資源」

とされていることから、文書の作成から保管に至るまでの文書管理は、後に政策決定が適切で

あったかを検証するためにも厳格に行われなければならないことは、公務員の常識である。何

より公文書は、公務員としての職務をまっとうした証であり、それを改ざんするという発想は

そもそも公務員には、全くない。

その公文書を財務省が改ざんしたことは、驚愕な事態というほかない。

麻生財務大臣は、「理財局の一部の職員により行われた」と他人事のようなコメントを発し

たが、公文書は、決裁ラインの承認が必須であり、組織で作成し、組織で管理しているため、

個人の意思で改ざんすることは、不可能に近い。ましてや、「国会答弁に合わせて改ざんした」

というが、公務員が自らの意思で文書を改ざんするという刑事罰を問われかねない行為を冒す

ことは考えにくい。したがって、公文書の改ざんは、組織的に行われたと考えるほうが妥当で

ある。そうであるならば、組織の長である大臣や任命した首相の責任も重大である。

何より、改ざん前の文書から、首相や首相夫人、複数の政治家の関与がうかがえる記述が削

除されたという事実は、「誰かにとって都合の悪い事実を隠ぺいした行為」であることは明白

であり、政府はこの事実を重く受け止めるべきである。

国家公務員は、自らの職務が国民の権利保障や安心･安全に直結しているという責任感と「全

体の奉仕者」としての使命感から、公務の公正・中立性の保持を常に心がけている。マスコミ

等では、国家公務員が「忖度」したのではないかと指摘されているが、円滑な行政運営や施策

の企画立案などで政権や上司の気持ちを忖度をすることはあっても、不正行為と指摘されるよ

うな役割を忖度だけで国家公務員が実行することは通常は考えられない。むしろ、具体的な政

治の指示・圧力が存在すると考える方が自然である。

政治の圧力が事実であるとするならば、国家公務員制度のあり方が問われる問題であり、行

政に対する信頼が揺らぎ、多くの職員の誇りと働きがいに多大な影響を及ぼしかねない。

現在の公務員制度は、大企業・財界が政権への影響力を強めている状況のもとで、内閣府や

内閣人事局の設置、官邸の権限強化などで、各府省の権限が弱められ、「国家戦略特区」や「働

き方改革」のように政権の意向が直接政策決定に反映しやすい制度へと変貌している。そのた

め、政権に権限を集中させて、必要以上に職員を監視・管理下に置くことは、公務員を萎縮さ

せ、政権に対する多様な意見反映が困難となり、公正・中立な公務の運営が損なわれる危険性

が極めて高いと、国公労連は再三指摘してきた。

公文書改ざんや森友・加計学園問題に対する国民の疑念を、曖昧なまま放置することなく、

国会が国政調査権を発動するなど、徹底的に調査を行い、真相を解明して、公務の公正・中立

性の確保と行政の信頼を確保するためにあらゆる措置を講ずるべきである。

同時に、政府は、公正・中立性を歪める国家公務員制度上の問題について、国公労連が昨年 11
月 22 日に公表した「公正で民主的な公務員制度の確立をめざす提言(案)」(【別記】)を受け

止め、制度の問題点を検証して抜本的に改めるべきである。それこそが国民の権利保障を担う

公務の公正・中立で民主的な運営を可能とし、行政の信頼を確かなものにすると確信する。
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公正で民主的な公務員制度の確立をめざす提言(案)のポイント

2017 年 11 月 22 日 日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)

【１、問題意識】 森友・加計学園問題については、徹底した真相解明を求めると同時に、

疑惑が生じた背景にある公務員制度の抜本的な見直しが必要。

【２、制度見直しが必要な理由 → 公務員制度の根幹に関わる問題】

公 ①公務員の役割は、国民の権利と安心・安全をまもること。→公務員の矜恃。

務 ②憲法で「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(第15条2項)と規定。

員 →公正・中立でなければならない。

と ③国家公務員法で「公務の民主的且つ能率的な運営を保障する」(第1条)と規定。

は →公務の民主的運営(国民の意思を反映した運営)が必要。

↓

事 両学園問題は、時の政権の意向によって、「政策決定が歪められた」「不適切な行

の 政の執行が行われたのではないか」などの疑惑が浮上。

性 →公務の公正・中立性の確保と民主的運営という憲法と国家公務員制度の根幹に関

格 わる重大な問題。 ※公務運営に支障も発生。

【３、なぜ、このような事態が生じたか?】

主な公務員制度「改革」の変遷をたどると…

①労働基本権が認められていた最初の国家公務員法(1948 年) ※制度以外も

②労働基本権の制約と人事院の創設(1948 年) ①国の機関の廃止

③使用者側人事行政機関として総理府人事局の新設(1965 年) ②定員削減

④中央省庁再編による内閣府の創設と内閣官房の権限強化(2001 年) ③規制緩和

⑤人事評価制度の導入(2009 年) ④民営化・地方分権

⑥内閣人事局の設置と幹部人事の一元管理(2014 年) 国の権限・機能の低下

↓ ↓

国家公務員の人事管理を強化する一方で官邸の権限を強化。

大企業・財界が政治への影響力を強めている状況下でその意向を反映しやすい制度へ。

↑

※近年の財界の主な要求

①日本経団連の「さらなる行政改革の推進に向けて 国家公務員制度改革を中心に」(2005 年)

で、内閣機能の強化、人事評価制度確立、幹部職員の一元管理、行政関与縮小などを要求。

②経済同友会提言「中央政府の再設計」(2007 年)で、官房又は内閣府に人事管理部局を設置

して幹部職員の一括採用・一括配置等を一元管理すること、身分保障の廃止などを要求。

③経済同友会提言「国家公務員制度改革関連法案の国会提出にあたって 横串機能を強化せ

よ」(2013 年)で、内閣人事局の設置で官邸の人事権の最大限の活用などを要求。

【４、この間の公務員制度「改革」の真のねらい】

大企業・財界が新自由主義改革を推進するために、規制緩和の推進、法人税の減税、消

費税率の引き上げや社会保障の切り捨てなど、利益至上主義の施策を国に推進させる。

→公務員への攻撃にみえる公務員制度「改革」は、結果として自己責任や自立自助など

という形で、国民に犠牲を強いている。
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【５、明らかとなった公務員制度の４つの問題】

①官邸の権限の強化で内閣府等を通じて政権の背景にある大企業・財界の意向を施策決定に

反映させて各府省の権限を実質的に弱めるとともに、幹部人事の一元管理で霞が関官僚を

掌握する仕組み。

②公務員から労働基本権を奪う一方で、人事院の代償機能の低下と使用者権限の強化で、人

事や労働条件を意のままに扱い、国家公務員を従える人事管理の仕組み。

③政策決定過程の手続きや文書管理など不透明さ、身分保障制度や退職管理・年金制度の形

骸化で公正で民主的な制度を揺るがす仕組み。

④総人件費抑制方針にもとづく定員削減や規制緩和、民営化、地方移管などによる国民の権

利保障機能を低下させる仕組み。

【６、公正で民主的な公務員制度をめざすための提言(案)】

「全体の奉仕者」として国民の権利保障という公務員の役割を明確にして、公正で民主

的な前記の４つの問題に対応した国家公務員制度の確立をめざす。

(1) 公正で民主的な政策決定のための仕組みの整備

①内閣府は、所掌事務を関係府省に移管し、廃止を含めてあり方を抜本的に見直す。

②幹部職員等の人事は、各府省共通の基準を設け、中立した第三者機関が担う。

③政策決定を歪めるような疑惑については、国会の国政調査権の発動と第三者機関を設

置して、真相解明と再発防止策を確立する仕組みを整備する。

(2) 民主的な人事行政機関の設置と公務員の権利保障

①内閣人事局を廃止するとともに、人事院を改組して、内閣から独立した公正・中立な

新たな人事行政機関を設置する。

②公務員の労働基本権を完全に回復する。

(3) 公正・中立・透明性の確保

①行政と予算の私物化、不正・腐敗を防止するために、各官署毎に「行政運営委員会

(仮称)」を設置し、政策決定、行政運営に職員の意見を反映する制度を確立する。

②情報公開や公文書管理は、第三者機関を設置して、公正・中立・透明性を確保する。

③内部告発権を保障し、一切の不利益が課せられないよう国民監視の制度を確立する。

④人事評価制度は、中・長期的な人材育成等に活用する制度に改める。

⑤分限・懲戒について、基準と手続き等について労使協議により明確にする。

(4) 国民の権利保障機能の強化

①国民の権利保障機能を十全に果たすために役割と需要に応じた体制を確保すること。

そのため、総人件費抑制方針を改めるとともに、総定員法の廃止と定員削減計画の中

止・撤回する。

②非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇をはかる法制度を整備する

こと。また、恒常的・専門的業務に従事する非常勤職員は、常勤化する。

【７、提言(案)の扱い】

提言(案)は、職場・組合員の意見集約をはかるとともに、公務員制度を研究している学者・

専門家などの協力をえながら、提言を確立する。その上で、要求として政府・人事院にその

実現を求めると同時に、民主的な行財政・司法を確立する運動を推進する。
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【国民のための公務員制度をめざす緊急4.10院内シンポジウム】

公正で民主的な公務員制度の確立をめざす提言(案)の解説

2018年 4月 10日
日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)

森友・加計学園問題での政治の圧力や歪んだ政策決定の問題は、憲法で規定されている

全体の奉仕者としての役割を担うために公正で民主的であるべき国家公務員制度のあり方

が問われる重大な問題であることから、問題が生じた原因と背景を考察した結果、公務員

制度の度重なる「改革」によって、一部の特権によって政策決定が左右されかねない制度

上の問題を抱えていることが明らかとなった。

そのため国公労連は、全体の奉仕者として国民の権利保障という公務員の役割を明確に

して、公正で民主的な国家公務員制度の確立をめざすための提言(案)をとりまとめ、内外

に発信してきた。本稿は、提言(案)の各項目に対する解説として、提言(案)を再構成した

ものである。

【提言Ⅰ】 「公正で民主的な政策決定のための仕組みの整備」について

この項では、現在の公務員制度の問題として明らかとなった、官邸の権限を強化して、

内閣府等を通じて政権の背景にある大企業・財界の意向を施策決定に反映させて各府省の

権限を実質的に弱めるとともに、幹部人事の一元管理で霞が関官僚を掌握する仕組みを改

める提言をまとめたものである。

①内閣府の抜本的見直し

各府省の自律性を弱め政策決定を歪める内閣府については、所掌事務を関係府省

に移管するとともに、総合調整機能や各府省に収まらない施策については新たな機

関が担う仕組みを整備するなど、廃止を含めてそのあり方を抜本的に見直すこと。

森友・加計学園問題などで指摘されている不適切な行政執行や政策決定の背景に、官邸

に権限が集中したことが指摘されている。歴史的経過を見ると、その大きな節目は中央省

庁再編による「内閣府の創設と内閣官房の権限の強化」であり、その背景に、財界の強い

要求があったことは明らかである。

内閣府は、内閣府設置法にもとづいて、①内閣の重要施策に関する内閣(内閣官房)の事

務を助ける役割、②各府省の施策の総合調整など、事実上各府省の上に位置する行政機関

である。当初の目的は、複数の府省にまたがる課題を担うことによって、省益優先の縦割

り行政や族議員の利益誘導などの弊害をなくすことととされていたが、時の政権の意向が

内閣府を通じて各府省にトップダウンで示されるなど、各府省の自律性が弱まったと指摘

されている。また内閣府には、経済財政諮問会議が設置されるとともに、「国家戦略特区」

や「働き方改革」などでは、内閣府で決定された施策が各府省に押しつけられ、各府省の
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審議会の自律性も歪められている。

内閣府は、屋上屋の行政機関であり、内閣官房の役割と重複する組織であることから、

政権や財界の意向を反映したトップダウンの政策決定の仕組みを改め、政策決定は基本的

に各府省が担って、総合調整機能や各府省に収まらない施策については新たな機関が担う

仕組みを整備するなど、廃止を含めてそのあり方を抜本的に見直す必要がある。

②幹部職員人事の中立性の確保

幹部職員等の人事については、各府省共通の基準を設けるとともに、中立した第

三者機関が担う制度とすること。

内閣人事局が担う幹部人事の一元管理は、内閣総理大臣又は内閣官房長官が幹部人事の

適格性審査を行ったうえで幹部候補者名簿を作成し、それをもとに各府省が任命するとい

う仕組みである。さらに、管理職員(課・室長)の任用についても、内閣総理大臣への報告

を義務づけ、内閣総理大臣が運用の改善や調整が行えるようになるなど、官邸に実質的な

人事権が集中した。また、幹部職員の本人の意に反する降任も可能とする要件が拡大され

て、時の政権による恣意的な人事配置が可能となった。

国公労連は「各府省の適材適所を基本とした人事配置から、時の政権による恣意的な人

事を許すこととなり、『全体の奉仕者』という公務の公正・中立性が損なわれかねない」

と指摘してきたが、森友・加計学園問題では、残念ながらこの主張が裏付けられる結果と

なった。

日本が政治改革のモデルとしたイギリスでは、幹部人事について、政治の干渉を受けな

い国家公務員人事委員会が選考委員会をつくって候補者を推薦するという中立性が保たれ

る仕組みを確立している。日本も官房に設置された内閣人事局が幹部人事を担うのではな

く、公正な尺度の確立とイギリスと同様に中立性を確保できる仕組みが必要である。

③疑惑の解明と再発防止策の整備

森友・加計問題などで指摘されている政策決定を歪めるような政治と官の関係に

ついての疑惑については、国会の国政調査権を発動するとともに、第三者機関を設

置して、真相解明と再発防止策を確立する仕組みを整備して、公務の公正・中立性

を確保すること。

日本国憲法第15条第２項で「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者

ではない」と定められており、公務員には、政治家や大企業などからの圧力によって法・

制度を歪めることがないように、公正・中立性の保持が求められている。しかし、森友・

加計学園問題は、時の政権の意向によって、政策決定が歪められた(主に加計学園問題で

獣医学部設置が「戦略特区」の対象とされたこと)、不適切な行政の執行が行われた(主に

森友学園問題で国有地が破格の価格で売却されたこと)のではないかということが問題に

なっているものであり、公務の公正・中立性の確保と民主的運営という憲法と国家公務員

制度の根幹に関わる重大な問題が問われている。

したがってこの問題の全容解明は、公務の公正・中立性の確保と再発防止、行政の信頼

を確保するためにも重要である。しかし政府が一方の当事者である場合の真相解明につい
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ては、政府部内の調査に委ねるのは適当ではなく、憲法 62 条に基づく国会の国政調査権

の発動が最も効果的である。ただし、与党が圧倒的多数を占める状況の下で国政調査権の

発動が困難である場合には、権限を有する第三者機関が真相解明する仕組みが必要である。

【提言Ⅱ】 「民主的な人事行政機関の設置と公務員の権利保障」について
この項では、公務員から労働基本権を奪う一方で、中央人事行政機関としての人事院の

代償機能の低下と使用者権限の強化で、人事や労働条件を意のままに扱い、国家公務員を

従える人事管理の仕組みを改める提言をまとめたものである。

①新たな人事行政機関の設置

内閣人事局を廃止するとともに、人事院を改組して、国民のための公正・中立、

安定した行政を担保するための新たな人事行政機関を設置すること。

新たな人事行政機関は、内閣から独立した中立の行政委員会とし、その任務は、

任免、分限、保障、服務、研修などを所掌し、賃金、退職金、年金などの労働条件

は、団体交渉で決定することを基本に、その実務を所掌すること。

公務員制度は、公務労働者の権利回復を棚上げにしたままて使用者権限を強化し続けて

いる。特に直近の公務員制度「改革」は、内閣人事局を設置して、総務省の人事行政と機

構・定員管理や人事院の級別定数の設定・改定などの権限を移管するとともに、総人件費

の基本方針の作成などを含む多くの権限が集中した。特に人事院から移管された級別定数

の管理は、給与の配分であり、明確な労働条件であるにもかかわらず、使用者機関へ移管

したことは、労働基本権の代償機能を損ねるもので、国家公務員労働者の権利の侵害であ

る。したがって、公正で民主的な公務員制度とするためには、労働基本権の保障とそれを

前提とした新たな中央人事行政機関が必要であると考える。

現在の国家公務員制度は、政権党が国家公務員の任免権限を有するのではなく、各府省

に任免権限があり、それを中央人事行政機関である人事院が統制している。それは、職業

公務員は、内閣の政策運営を専門家集団として誠実に支えることが求められており、たと

え内閣や政権党が交代しても、同様にその役割を果たすためには、時の政権に直接左右さ

れない公正で科学的・客観的基準に基づいた人事行政が必要だからである。したがって、

新たな中央人事行政機関については、内閣から独立した第三者機関とすべきである。

②労働基本権の完全回復

争議行為全面一律禁止規定を削除し、争議行為に対する刑事及び民事責任を課さ

ないこと。国民の生存権との関わりで争議行為に一定の制約を課す必要がある場合

は、労働関係調整法に準じて新たに措置すること。

労働協約締結権を含む団体交渉権を保障し、すべての労働条件は労使対等の原則

に基づき団体交渉で決定すること。労使協定の履行について財政措置や法改正が必

要な場合は、使用者の責任で措置すること。

すべての公務員の団結権を保障し、団結自治に反する登録制度を廃止するととも

に、非現業以外の労働者も加入できる単一組合の設立を可能とすること。また、管

理職員の範囲については、労働組合法に順じた規定とし、労働組合が自主的に組合
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員の範囲を決定できるようにすること。

公務員も労働者であり、憲法で労働基本権が認められているが、1948 年の国家公務員

法「改正」で争議権と労働協約締結権が制限されている。政府は、国家公務員制度改革基

本法第 12 条で規定されている「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う

便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労

使関係制度を措置するものとする」の具体化を棚上げするとともに、2002 年以降 10 回も

ILO(国際労働機関)結社の自由委員会から国家公務員に労働基本権を回復すべきことを勧

告されているにもかかわらず、それを放置したままである。

労働者の労働条件は、労使対等の立場において決定すべきと労働基準法等で規定されて

いるが、そのためには労働法の規定とともに、労働基本権(団結権、協約締結権を含む交

渉権、争議権)がすべて保障されていることが不可欠である。したがって公正で民主的な

公務員制度を確立するためには、まず、憲法で保障されている労働基本権を完全に保障す

るべきである。

そのうえで公務の特殊性を踏まえた争議行為の一定の制約や労働協約履行のための財政

確保措置などを確立するとともに、現行法で問題の多い登録制度や管理職員の範囲決定に

ついて整備する必要がある。

③公務労働委員会(仮称)の設置

不当労働行為の禁止とその救済措置を確立すること。

また、労使間の紛争に関し、斡旋、調停、仲裁及び緊急調整を行うとともに、不

当労働行為の救済、労働組合の資格審査を行う機関として、現行の労働委員会の構

成、権限等を最低の基準とした「公務労働委員会(仮称)」を中央に設置すること。

労働基本権回復にともない、現在適用されていない不当労働行為にかかわる規定を整備

するとともに、労使紛争解決機関として公務労働委員会(仮称)の設置が必要である。

④市民的権利の保障

公務員の政治的行為の制限を抜本的に見直し、憲法で保障された市民的・政治的

権利を保障すること。

国家公務員は、労働基本権の制約とあわせて国家公務員法 102 条で憲法で保障されてい

る市民の権利である政治的行為が著しく制約されている。したがって憲法で保障された権

利を十全に回復すべきである。

【提言Ⅲ】 「公正・中立・透明性の確保」について
この項では、政策決定過程の手続きや文書管理など不透明さ、身分保障制度や退職管理

・年金制度の形骸化など公正で民主的な制度を揺るがす仕組みを改める提言をまとめた。

①行政の透明性の確保

行政の公正・中立・透明性の確保、行政と予算の私物化、不正・腐敗を防止する

26



ために、各官署毎に職員代表と当局代表による「行政運営委員会(仮称)」を設置し

政策決定、予算執行、行政運営、文書管理について職員の意見を反映する制度を確

立すること。

また、情報公開や公文書管理の運用にあたっては、調査権限を有する第三者機関

を設置して、公正・中立・透明性を確保すること。

(1) 「行政運営委員会(仮称)」の設置について

民主的な公務員制度は、可能な限り国民の意見を反映するために、政策決定過程におい

て透明性をより高くして国民参加の仕組みを確立することが必要であり、そのことが、特

権の濫用と公権力の腐敗を抑止し、行政の公正かつ適正な運営を可能とするものである。

そのためには、政策決定や予算編成等の課程で国民監視と職員の意見が反映できる制度

を確立とすることが必要であり、国公労連は「行政運営委員会(仮称)」を各官署に設置す

ることを提言している。同様の制度は、フランスの「行政管理協議会」、イタリアの「行

政運営協議会」、ドイツの「職員協議会」などがある。

(2) 公文書管理について

透明性の確保には、公文書管理も重要である。2000 年来、行政手続法・公務員倫理法

(2000 年)や情報公開法(2001 年)、公益通報者保護法(2006 年)、公文書管理法(2011 年)な

ど、国民の知る権利をはじめとする権利保障を十全に行うために行政の意志決定過程や保

有文書等の透明性を確保し、国民監視の下で、公正かつ民主的な行政運営を目的とする立

法が相次いだ。

法制度が整備される一方で、公務現場では、文書管理業務が増加するとともに、個人情

報のとりあつかいに過度な対応が求められたり、電子データの保存規制など文書管理が職

場に与えた影響は大きい。また、情報公開を要しない保存期間一年未満の文書の取扱基準

や個人メモ、電子媒体データの取扱いが不透明であることから、行政の意思決定や職務遂

行の過程を事後的に検証が困難な側面もあり、このことが森友・加計問題で、文書の存在

を秘匿したり、「怪文書」などと述べるなど、まともに向き合おうとしない政府の姿勢に

現れている。

そのため政府は、昨年 12 年 26日に「行政文書の管理に関するガイドライン」を改訂し

て、文書管理体制の強化として文書管理者を補佐する「文書管理担当者を置く」ことを新

設するとともに、文書保存期間については、新たに「行政が適正かつ効率的に運営され、

国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡

付けや検証に必要となる行政文書については、原則として１年以上の保存期間を定めるも

のとする」とし、１年未満に分類できる文書を７つの類型に分類して示したことは、評価

しうるものである。しかし、１年未満に分類できる文書の類型に「意思決定の途中段階で

作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しない

と判断される文書」という曖昧な基準が示されいることから、恣意的な運用の懸念はぬぐ

えない。また、「行政文書の正確性確保」として「可能な限り、当該打合せ等の相手方の

発言部分等についても、相手方による確認等により、正確性の確保を期するものとする」

ことが盛り込まれたが、本来は、各府省の受け止めがそのまま保存されるべきところを、
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事実上のすりあわせで互いに妥協した部分のみが保存され、どちらかが不都合な部分が削

除される懸念がある。このような「見直し」は、透明性の確保という目的とはあきらかに

逆行するものである。

各府省は、改訂されたガイドラインをもとに各府省の文書管理規則等を改訂して 4 月 1
日から運用を開始した。

日本の公文書管理の最大の問題点は、①廃棄を前提としており、事後の検証が困難であ

ること、②文書管理の判断りが部内職員である文書管理者であること、③脆弱な公文書管

理体制(内閣府の公文書管理課が職員 19 人、国立公文書館職員 47人。アメリカは約 3,000
人体制)などが、あげられる。

今必要なのは情報を秘匿するのではなく、政府がどのような情報を得て、どのように対

応するのかなどの情報を明らかにさせることである。アメリカ政府は、幹部公務員のメー

ルをすべて自動的に保存する仕組みを導入している。日本も情報の透明性を高め、国民や

国会が行政を監視できる体制を拡充することであり、このことは公務の公正・中立・民主

的な運営を確保するために必要不可欠である。

したがって、公文書管理のあり方や運用にあたっては、公正・中立な第三者が関わる仕

組みが必要であると考える。

②意見表明の権利の確立と不利益禁止措置の確立

すべての職員が行政の専門家として政策決定や行政運営にあたって、自らの意見

を主張する権利と上司の職務上の命令に対する意見を述べる権利を保障するとと

もに、不利益禁止規定を設けること。

また、内部告発権を保障し、一切の不利益が課せられないよう国民監視の公正な

制度を確立すること。

1948 年の国家公務員法「改正」では、第 98 条の「職員は、その職務を遂行するについ

て、誠実に、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に従わなければならない。但し、上

司の職務上の命令に對しては、意見を述べることができる」の但し書き部分(下線部分)が

削除された。その理由は、不明ではあるが、あえて削除されていることから、この規定を

復活するなど、職員が行政の専門家として経験を活かした意見を反映できる制度の保障も

必要である。

不正を告発できる内部告発権の確立も必要である。公益通報者保護法は、公務員にも適

用されるが、現在の保護法は、具体的な保護措置がほとんど定められておらず告発者のリ

スクが高い。また、告発者の救済が認められたとしてもわずかな損害賠償がほとんどで、

事業者への制裁が軽すぎる実態がある。公務員の内部告発は、公共性や公益性が極めて高

いことと、守秘義務との関係を踏まえて、国民監視の下で告発者を保護する制度の確立が

必要である。

③人事評価制度の抜本的見直し

人事評価制度は、中・長期的な人材育成と適材適所の人事配置に活用する制度に

改めるとともに、短期の評価を直接給与や昇任・昇格に反映しないこと。
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2009 年 10 月から人事評価制度がすべての常勤職員対象に実施され、短期の評価結果が

直接給与や昇任・昇格等に反映することとなった。この制度は、民間企業で失敗した「成

果主義賃金」とまったく同じものであり、職場からは、「公正な評価がされず、上司の顔

色をうかがうようになった」、「評価されにくい仕事は後回しになる」「数値目標が横行し

ている」など、職員の意識の変化とそれによる行政の質の変化が危惧されている。

人事評価制度は、公正な評価が困難で短期の評価が直接給与や昇任・昇格に反映するこ

とから、上司に対する意見反映を困難にする側面があることから、抜本的に改めるべきで

ある。

④身分保障制度の民主的運用

分限・懲戒について、その基準について労使協議により明確にするとともに手続

きについて事前審査からあらゆる段階での職員と労働組合の参加を保障すること。

職務遂行にあたっては、公正・中立性の保持が必要であり、そのために身分保障制度は

不可欠である。身分保障については、国家公務員法第 75 条で「職員は、法律又は人事院

規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免

職されることはない」と規定されている。この規定に関して逐条国家公務員法全訂版(学

陽書房 2015 年発行)では、「恣意的、かつ、不利益にその職を奪われることがないように

制限することも成績主義の任用及び公務の公正性、安定性の確保のために極めて重要であ

る」「公務にあたっては、その適性かつ能率的運営を図るために、公務遂行の公正性と安

定性を確保することが必要であり、そのためにの恣意的な人事や情実人事の排除がより強

く求められることから分限事由を法律で限定しており、民間の仕組みとは異なっている」

としている。これは、戦前の官吏分限令で、本人の意に反する休職が認められており、こ

の制度を活用して政権党の交代時などで事実上の免職や情実人事の手段となっていたこと

の反省に立って定められたものである。

しかし近年は、前述の通り、幹部職員の意に反する降任規定や旧社保庁職員の分限免職

の強行など、身分保障制度の土台が揺らいでいることから、分限や懲戒などで一部の権力

者の恣意的運用を許さない身分保障制度の確立が必要である。

⑤公務の公正・中立性の確保

公務員制度として公務の特殊性を踏まえた退職手当や年金のあり方を見直すこと

また、退職管理にあたっては、現役時代の公正・中立性の確保を前提に、職業選

択の自由を十全に保障すること。

現役時代の公正・中立な公務運営を保障するために、公務の特殊性にふさわしい退職年

金や退職手当も必要な制度ですが、近年、「民間準拠」の名の下で次々と改悪されており、

公務員制度の一部としてそのあり方を再検討する必要がある。また、厳しい再就職規制も

退職後の生活設計を困難にしていることから、天下りの禁止は当然ではあるが、公務員に

も職業選択の自由を十全に保証する仕組みが必要である。
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【提言Ⅳ】 「国民の権利保障機能の強化」について
この項では、この間の総人件費抑制方針にもとづく定員削減や規制緩和、民営化、地方

移管などによる国民の権利保障機能を低下させる仕組みを改める提言をまとめたものであ

る。

①需要にみあった体制の確保

国民の権利保障機能を十全に果たすために、役割と需要に応じた体制を確保する

こと。そのため、総人件費抑制方針を改めるとともに、総定員法の廃止と定員削減

計画の中止・撤回すること。

公正な公務員制度の目的は、憲法で保障された基本的人権をすべての国民に公平に保障

するために必要な公務・公共サービスを提供することである。公務・公共サービスは、そ

の公共性が極めて高いがゆえに、公務員がその役割を担ない、そのための組織と体制の確

保と財源の確保が必要となる。しかし、政府の総人件費抑制方針の下で、定員が削減され

て、必要な体制が確保されていないのが実態である。

実際、国家公務員(自衛官を除く国家公務員)の国際比較では、人口千人当たり、日本は

わずか 2.7人で、フランス 24.5人、イギリス 5.3人、アメリカ 4.4人となっている。(内閣

人事局公表)。これほど公務員が少なくなった要因は、国の機関の役割の重要性とは切り

離されて実行される総人件費削減方針であり、具体的には、機械的な定員削減計画の実施

と「行政機関の職員の定員に関する法律(以下、総定員法)」による定員管理にある。

そのため国の機関では、需要に応えようと職員が懸命に努力しているが、恒常的な超過

勤務などで過重労働が横行し、心身ともに健康が蝕まれる職員が急増するなど、もはや限

界点に達している。これ以上の定員削減は、国の機関の機能を脆弱にし、憲法で保障され

た国民の権利保障機能の低下を招きかねないことから、総定員法の廃止と定員削減計画の

中止・撤回が必要である。

②非常勤職員の雇用の安定と均等待遇措置の確立

非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇をはかる法制度を整備

すること。また、恒常的・専門的・継続的業務に従事する非常勤職員は、常勤化・

定員化すること。

今日の国の機関は、定員削減による体制不足を補うために大量の非常勤職員を配置して

あり、このこと抜きに公務・公共サービスの運営を考えられない実態にある。その一方で、

非常勤職員の処遇は、法律上あいまいで、処遇や雇用などの運用に関して、各府省や現場

任せになっており、均等待遇も不十分であり、雇用不安に常にさらされている。しかも労

働法の適用がないことから、無期転換権も認められていない。

したがって国公労連は、職場で現に生じている問題から目をそらさず解決する立場で、

非常勤職員の処遇改善と雇用の安定に向けて、制度の抜本的改善をめざすなどの運動を強

化している。

以上
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参考資料

2015年3月、国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議（内閣府）

「国立公文書館の機能・施設の在り方に関する提言（平成26年度調査報告）」より

　公文書は、政策決定過程やそうした決定がなされた時代の変遷をたどる歴史的事実の集積であり、広く国民

が主体的に利用できるようにすることを通じて、民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源である。そして、

国の歴史資料として重要な公文書を保存する国立公文書館の存在は、これまでの歴史や価値を文書や記録とい

う形で世代を超えて受け継ぎ、現在の主権者たる国民に対して説明責任を果たすとともに、次代を担う子供た

ちに生きた歴史に親しみ、体感する機会を提供することで将来につなげていく機能を果たすという、いわば我

が国の過去・現在・未来を結ぶ施設とも言うべき大事な財産である。

　平成21年の「公文書等の管理に関する法律」（以下「公文書管理法」という。）の制定によって、公文書が

「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもので

ある」（第１条）と位置付けられるなど、近年国民の間での文書や記録への意識が高まっていることを反映し

て、国立公文書館が果たす機能の重要性はなお一層増しているところである。しかしながら、民主主義の基本

となる施設とも言うべき国立公文書館の現状の機能・組織をみると、展示や学習といった機能を前提とはして

おらず、職員数や文書の所蔵量を比較しても諸外国と比べ著しく見劣りする状況である。さらに、国立公文書

館に移管された公文書は、永久に保存する義務があるが、書架は残り数年で満架となることが見込まれている。

こうしたことからも、主権者である国民が公文書を民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として主体的

に利用できる状況にあるとは言いがたく、公文書管理法の成立等近年の公文書管理をめぐる動きを踏まえた上

で、国立公文書館の機能・施設の在り方を今改めて検討する必要がある。

※左のグラフは、上記の

「国立公文書館の機能・

施設の在り方に関する提

言」にある「諸外国の国

立公文書館との職員数の

比較」の数字を、各国の

人口比でグラフにしたも

の（国公労連作成）
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